
　Ａ（優良）協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容である。

　Ｂ（良好）協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である。

Ｃ（課題を含む）協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある。

　 　Ｄ（要改善）協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な内容である。

東浦町福祉センター

社会福祉法人
東浦町社会福祉協議会

Ｂ

施設名

指定管理者名

　評価基準

管理運営状況の評価

Ⅱ　サービスの質の評価

総合評価

Ｂ

Ｂ

東浦町総合ボランティアセン
ター

社会福祉法人
東浦町社会福祉協議会

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ⅰ　履行の確認

評　価　項　目　

東浦町福祉センター
協定書等に定める業務内容を遵守し、事業を実施することができた
ため。

東浦町総合ボランティ
アセンター

協定書等に定める業務内容を遵守し、事業を実施することができた
ため。

評価の理由


